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報告第 5 号 

 

専決処分した令和 3 年度上田市一般会計 

補正予算第 15 号の承認について 

 

地方自治法第１７９条第１項本文の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

より、報告し承認を求める。 

 

令和 4 年 6 月 6 日  提出 

長野県上田市長 土 屋 陽 一 

 

 

 

専   決   処   分   書 

 

令和 3 年度上田市一般会計補正予算第１５号について、地方自治法第１７９条第１項本文の規定によ

り、次のとおり専決処分する。 

 

令和 4 年 3 月 30 日 専決 

長野県上田市長 土  屋  陽  一 
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令和 3 年度 上田市一般会計補正予算（第 15 号） 

 

令和 3 年度上田市一般会計補正予算（第 15 号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2,138,343 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ 78,523,157 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条  繰越明許費の追加及び変更は、「第２表繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条  地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

   

  令和 4 年 3 月 30 日 専決 

 

      長野県上田市長 土 屋 陽 一 
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第２表 繰越明許費補正 

  
１ 追 加                       （単位 千円） 

款 項 事      業      名 金    額 

２ 総 務 費 １ 総 務 管 理 費 公 有 財 産 管 理 事 業 1,848

３ 民 生 費 １ 社 会 福 祉 費 
住民税非課税世帯等に対する 

臨 時 特 別 給 付 金 給 付 事 業 
1,011,131

 ２ 老 人 福 祉 費 高 齢 者 福 祉 施 設 整 備 事 業 14,000

 ３ 児 童 福 祉 費 
子 育 て 世 帯 へ の 臨 時 

特 別 給 付 金 給 付 事 業 
65,743

６ 農 林 水 産 業 費 １ 農 業 費 県 単 土 地 改 良 事 業 915

７ 商 工 費 １ 商 工 費 商 業 振 興 事 業 175,500

  
観 光 施 設 整 備 事 業 59,009

 

  

 

２ 変 更                      （単位 千円） 

款 項 事 業 名 

金          額 

補 正 前 補 正 後

２  総 務 費 １ 総 務 管 理 費 電算業務管理運営事業 3,498   10,978

６   農林水産業費 １ 農 業 費 市 単 土 地 改 良 事 業 9,500   10,303

１０ 教 育 費 ３ 中 学 校 費 中 学 校 施 設 整 備 事 業 10,372   10,410

 ６ 保 健 体 育 費
第 二 学 校 給 食

セ ン タ ー 改 築 事 業
1,077,000 1,086,000
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第３表 地 方 債 補 正 

  

変 更                                 （単位 千円） 

起  債  の  目  的 
限 度 額 

補 正 前 補 正 後 

合 併 特 例 事 業 費 1,593,800 1,572,600

一 般 事 業 費 31,500 29,500

公 共 事 業 等 費 643,500 460,100

地 域 活 性 化 事 業 費 68,100 57,400

防 災 対 策 事 業 費 22,700 22,600

一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 費 33,600 25,700

施 設 整 備 事 業 費 22,500 21,400

学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 費 316,900 260,000

辺 地 対 策 事 業 費 185,700 169,500

公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業 費 320,900 281,300

緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業 費 49,000 45,300

緊 急 浚 渫 推 進 事 業 費 5,000 4,900

災 害 復 旧 事 業 費 663,700 505,200

 合 計  6,689,200 6,187,800
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（款） 教育費（項） 保健体育費  （款） 災害復旧費（項）　農林水産業施設災害復旧費





（款） 災害復旧費（項）　農林水産業施設災害復旧費  （款） 公債費（項） 公債費 



1　特　別　職

(単位　千円) 

( )

( )

( )

( )

( )

( )

2　一　般　職

(1) 総　　括 (単位　千円) 

( )

( )

( )

※ (　　　)内は短時間勤務職員外書き

(単位　千円) 

宿 直 手 当時間外勤務手当

△186

1,758,113

1,758,299 12,015,462

1,609,077 4,852,433 3,863,847 10,325,357

△25,441 0 93,635 68,194

1,634,518 4,852,433 3,770,212 10,257,163

0 0 0

特殊勤務手当地 域 手 当 住 居 手 当

79,658

97,153 4,994

寒 冷 地 手 当

0

0 0 0

781,473

65,260

65,260

2,571 3,000

0

退 職 手 当

143,835

933,556

789,721

604,245

3,000554,63997,153 4,994

△ 49,6060

86,500

勤 勉 手 当管 理 職 手 当

781,4731,135,74586,500

期 末 手 当

比  較

区　分

補正後

補正前

比  較

区　分

補正前

0

補正後

112,955

112,955

△ 594

扶 養 手 当

6,937

6,343

管 理 職 員 特
別 勤 務 手 当

2,571

79,658

通 勤 手 当

1,135,745

0

比
　
　
　
　
　
較

長　　等

議　　員

その他の
特 別 職

計

区　　　分

0

給　　　　　与　　　　　費

△28,530

30,024

0 00

0

0

0

職

員

手

当

の

内

訳

補
　
　
正
　
　
前

その他の
特 別 職

計

長　　等

議　　員

250,4397,262

1,353

(人)

補　正　後

比　　　較

補　正　前

0

2,053

△28,530

△28,530

216,895

250,439

515,514

1,353

2,053

△182

職 員 数

報　　酬

406,175

155,736

△28,530

0

29

7,294

△182

合　　計

55,461

59,120

221,909

546,104

給　　料

486,9846,097

3.25月分

61,159

職員手当 計

0

51,839

7,281

268,734

期末手当
(年間支給率)

寒冷地
手　当

267

共 済 費

給　　　　　　与　　　　　　費

計

48,180

報　　酬 給　　料
その他
の手当

6,097
11,792

3.25月分

72,951

30,024

0

30,024 3.25月分

61,159

30,024

0

0.00月分

区　　　分
職員数

その他の
特 別 職 7,080

長　　等

議　　員
29

補
　
　
正
　
　
後

計

(人)

3

6,097

221,909

216,895

7,112

3

72,951

377,645

267

3.25月分

11,792

267

221,909

155,736

59,1206,097

0

0

51,839

250,439

574,634

48,180

00

268,734

55,4617,281

△28,530

0

68,008

△28,530

12,083,470

合　　　計共　済　費 備考

給　与　費　明　細　書

0.00月分

267

0

備考

0

0
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ア　会計年度任用職員以外の職員 (単位　千円) 

( )

( )

( )

※ (　　　)内は短時間勤務職員外書き

(単位　千円) 

イ　会計年度任用職員 (単位　千円) 

( )

( )

( )

※ (　　　)内は短時間勤務職員外書き

(単位　千円) 

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位　千円) 

1　退職手当の増減分

2　その他の増減分
時間外勤務手当等の減

説         明 備   考

支給対象者の変動による増

区　　分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳

職員手当 93,635 143,835

△50,200 ワクチン接種事業に伴う

△ 5,576

19,204

職
員

手

当

の

内

訳

区　分 通 勤 手 当 時間外勤務手当 期 末 手 当 退 職 手 当

比  較 0 0 0

補正後 16,375 21,200 189,286 13,628

補正前 16,375 21,200 189,286

比　　　較
0

0 △25,441 0 △5,576 △31,017 △186 △31,203

補　正　前
2,003

225 1,634,518 476,360 246,065 2,356,943 325,351 2,682,294

225 1,609,077 476,360 240,489 325,165 2,651,091
補　正　後

2,003

2,325,926

区　　　分
職 員 数 給　　　　　与　　　　　費

0 0 149,411

共　済　費 合　　　計 備考
(人) 報　　酬 給　　料 職員手当 計

65,260 919,928

補正前 6,937 86,500 946,459 781,473 65,260 770,517

4,994 583,045 3,000

0 0 △ 49,606 0

区　分
管 理 職 員 特
別 勤 務 手 当 管 理 職 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 寒 冷 地 手 当 退 職 手 当

特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿 直 手 当

補正後 112,955 2,571 79,658 80,778 4,994 533,439 3,000
職

員

手

当

の

内

訳

区　分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当

比  較 0 0 0

補正前 112,955 2,571 79,658 80,778

補正後 6,343 86,500 946,459 781,473

比  較 △ 594 0 0

区　　　分
職 員 数 給　　　　　与　　　　　費

共　済　費 合　　　計 備　考
(人) 給　　　料 職 員 手 当 計

比　　　較
0

1,432,948 9,432,379

補　正　前
50

1,128 4,376,073

補　正　後
50

1,128 4,376,073

0 0 99,211 99,211 0 99,211

3,524,147 7,900,220 1,432,948 9,333,168

3,623,358 7,999,431
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（単位　千円）

当 該 年 度 中
起 債 見 込 額

当 該 年 度 中
元金償還見込額

1 普 通 債 31,145,682 35,165,459 4,855,100 4,064,519 35,956,040

総 務 7,944,867 13,224,462 1,085,100 519,308 13,790,254

民 生 1,246,559 1,492,792 257,600 160,587 1,589,805

衛 生 256,778 180,481 45,041 135,440

労 働 1,200 1,133 134 999

農 林 1,597,621 1,707,912 302,500 238,122 1,772,290

商 工 199,146 172,372 34,573 137,799

土 木 6,425,973 5,817,525 1,295,400 1,278,711 5,834,214

公 営 住 宅 479,454 424,355 26,400 78,760 371,995

消 防 545,510 463,494 21,400 111,405 373,489

教 育 10,840,212 10,085,015 1,687,600 1,400,960 10,371,655

辺 地 1,608,362 1,595,918 179,100 196,918 1,578,100

2 災 害 復 旧 債 523,838 1,706,783 1,090,800 8,396 2,789,187

総 務 800 800 800

農 林 44,860 95,779 73,800 2,045 167,534

商 工 4,000 61,500 84,300 145,800

土 木 455,278 960,204 932,700 6,351 1,886,553

公 営 住 宅 4,200 16,500 16,500

鉄 道 439,300 439,300

教 育 14,700 132,700 132,700

3 そ の 他 30,682,164 30,187,043 2,640,800 2,515,066 30,312,777

臨 時 公 共
事 業 債

31,471 26,160 5,410 20,750

減 税
補 て ん 債

390,288 288,566 84,337 204,229

臨 時 財 政
対 策 債

30,256,905 29,861,150 2,640,800 2,425,319 30,076,631

災害援護資金
貸 付 金 債

3,500 3,500 3,500

減 収
補 て ん 債

7,667 7,667

合 計 62,351,684 67,059,285 8,586,700 6,587,981 69,058,004

（注）当該年度中起債見込額には、前年度からの繰越額2,398,900千円を含む。

地　方　債　の　前　前　年　度　末　に　お　け　る　現　在　高
並　び　に　前　年　度　末　及　び　当　該　年　度　末　に　お
け　る　現　在　高　の　見　込　み　に　関　す　る　調　書  あ

区　　　分
前 前 年 度 末
現 在 高

前 年 度 末
現 在 高 見 込 額

当該年度中増減見込み
当 該 年 度 末
現 在 高 見 込 額
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(単位　千円)

前回までの累計額 今回の補正額 合　　　計
構 成 比

％

1 人 件 費 12,710,305 36,387 12,746,692 16.2

2 物 件 費 9,512,236 △ 439,669 9,072,567 11.6

3 維 持 補 修 費 892,236 △ 67,100 825,136 1.1

4 扶 助 費 12,165,854 △ 534,022 11,631,832 14.8

5 補 助 費 等 19,085,908 △ 759,948 18,325,960 23.3

(1)
負 担 金 ・ 寄 附 金
補 助 金 ・ 交 付 金

17,853,607 △ 557,154 17,296,453 22.0

(2) そ の 他 1,232,301 △ 202,794 1,029,507 1.3

6 普 通 建 設 事 業 費 5,985,874 △ 554,015 5,431,859 6.9

(1) 補 助 事 業 費 2,895,526 △ 387,084 2,508,442 3.2

(2) 単 独 事 業 費 2,831,641 △ 120,710 2,710,931 3.4

(3) そ の 他 258,707 △ 46,221 212,486 0.3

7 災 害 復 旧 事 業 費 1,287,388 △ 342,549 944,839 1.2

(1) 補 助 事 業 費 699,239 △ 185,027 514,212 0.7

(2) 単 独 事 業 費 588,149 △ 157,522 430,627 0.5

(3) そ の 他

8 失 業 対 策 事 業 費

(1) 補 助 事 業 費

(2) 単 独 事 業 費

9 公 債 費 6,795,622 6,795,622 8.7

(1) 元 利 償 還 金 6,795,622 6,795,622 8.7

(ｱ) 元 金 6,587,981 6,587,981 8.4

(ｲ) 利 子 207,641 207,641 0.3

(2) 一 時 借 入 金 利 子

10 積 立 金 1,042,222 959,924 2,002,146 2.5

11 貸 付 金 6,784,900 △ 500,500 6,284,400 8.0

12 投 資 及 び 出 資 金

13 繰 出 金 4,298,955 63,149 4,362,104 5.6

14 予 備 費 100,000 100,000 0.1

80,661,500 △ 2,138,343 78,523,157 100.0

一般会計歳出予算性質別一覧表

　　　　　　　　　　　　　　　区分
 性質別

合 計
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(単位　千円)

前回までの累計額 今回の補正額 合　　　計
構 成 比

％

1 報 酬 2,040,419 △ 53,971 1,986,448 2.5

2 給 料 4,882,457 4,882,457 6.2

3 職 員 手 当 等 3,918,769 91,999 4,010,768 5.1

4 共 済 費 1,817,419 △ 186 1,817,233 2.3

5 災 害 補 償 費 2,795 △ 1,455 1,340 0.0

6 恩 給 及 び 退 職 年 金

7 報 償 費 377,408 △ 39,069 338,339 0.4

8 旅 費 136,419 △ 21,870 114,549 0.2

9 交 際 費 4,258 △ 3,095 1,163 0.0

10 需 用 費 2,025,370 △ 111,792 1,913,578 2.5

11 役 務 費 628,629 △ 35,809 592,820 0.8

12 委 託 料 6,810,100 △ 344,472 6,465,628 8.2

13 使 用 料 及 び 賃 借 料 788,542 △ 46,604 741,938 1.0

14 工 事 請 負 費 5,859,147 △ 734,182 5,124,965 6.5

15 原 材 料 費 69,402 △ 7,212 62,190 0.1

16 公 有 財 産 購 入 費 183,367 56,821 240,188 0.3

17 備 品 購 入 費 429,306 △ 15,929 413,377 0.5

18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 20,437,739 △ 711,748 19,725,991 25.1

19 扶 助 費 10,518,391 △ 481,146 10,037,245 12.8

20 貸 付 金 6,784,900 △ 500,500 6,284,400 8.0

21 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金 474,672 △ 162,711 311,961 0.4

22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料 7,048,791 △ 38,395 7,010,396 8.9

23 投 資 及 び 出 資 金

24 積 立 金 1,042,222 959,924 2,002,146 2.5

25 寄 附 金

26 公 課 費 4,493 △ 90 4,403 0.0

27 繰 出 金 4,276,485 63,149 4,339,634 5.6

予 備 費 100,000 100,000 0.1

合 計 80,661,500 △ 2,138,343 78,523,157 100.0

一般会計歳出予算節別一覧表

　　　　　　　　　　　　       区分
  節別
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報告第 6 号 

 

専決処分した令和 3 年度上田市土地取得事業 

特別会計補正予算第 1 号の承認について 

 

地方自治法第１７９条第１項本文の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

より、報告し承認を求める。 

 

令和 4 年 6 月 6 日  提出 

長野県上田市長 土 屋 陽 一 

 

 

 

専   決   処   分   書 

 

令和 3 年度上田市土地取得事業特別会計補正予算第１号について、地方自治法第１７９条第１項本文

の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和 4 年 3 月 30 日 専決 

      長野県上田市長 土 屋 陽 一 

 

 



0
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令 和 3 年 度  
 
 
 

上田市土地取得事業特別会計補正予算（専決） 

 
（ 第 1 号 ）  
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令和 3 年度   上 田 市 土 地 取 得 事 業 
                          特別会計補正予算 (第 1 号) 

 

令和 3 年度上田市土地取得事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 66,204 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ 466,204 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。 

 

令和 4 年 3 月 30 日 専決 

 

      長野県上田市長 土 屋 陽 一 

 





0
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上 田 市 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計 

補正予算（第 1 号）に関する説明書 
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報告第 7 号 

 

専決処分した令和 3 年度上田市同和地区住宅 

新築資金等貸付事業特別会計補正予算第 1 号 

の承認について 

 

地方自治法第１７９条第１項本文の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

より、報告し承認を求める。 

 

令和 4 年 6 月 6 日  提出 

長野県上田市長 土 屋 陽 一 

 

 

 

専   決   処   分   書 

 

令和３年度上田市同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算第１号について、地方自治法第

１７９条第１項本文の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和 4 年 3 月 30 日 専決 

      長野県上田市長 土 屋 陽 一 

 

 



0
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令 和 3 年 度  

 

 

 

上田市同和地区住宅新築資金等貸付事業 

特別会計 補正予算 （ 専 決 ） 

 

（ 第 1 号 ）  
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令和 3 年度 上田市同和地区住宅新築資金等 
貸付事業特別会計補正予算（第 1 号） 

  

 

令和 3 年度上田市同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 157,116 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ 169,399 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第 1 表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和 4 年 3 月 30 日  専決 

 

      長野県上田市長 土 屋 陽 一 
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上田市同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計 

補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） に 関 す る 説 明 書 
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報告第 8 号 

 

専決処分した令和 3 年度上田市国民健康保険 

事業特別会計補正予算第 3 号の承認について 

 

地方自治法第１７９条第１項本文の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

より、報告し承認を求める。 

 

令和 4年 6 月 6日  提出 

長野県上田市長 土 屋 陽 一 

 

 

 

専   決   処   分   書 

 

令和３年度上田市国民健康保険事業特別会計補正予算第３号について、地方自治法第１７９条第１項

本文の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和 4年 3 月 30 日 専決 

      長野県上田市長 土 屋 陽 一 

 



0
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令 和 3 年 度  

 

 

 

上田市国民健康保険事業特別会計補正予算（専決） 

 

（ 第 3 号 ）  
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令和 3 年度 上田市国民健康保険事業 
       特別会計補正予算（第 3 号） 

 

令和 3 年度上田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 554,658 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ 15,733,557 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第 1 表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和 4 年 3 月 30 日 専決 

 

      長野県上田市長 土 屋 陽 一 
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上田市国民健康保険事業特別会計 

補正予算（第 3 号）に関する説明書 
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報告第 9 号 

 

専決処分した令和 3 年度上田市後期高齢者医療 

事業特別会計補正予算第 2 号の承認について 

 

地方自治法第１７９条第１項本文の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

より、報告し承認を求める。 

 

令和 4年 6 月 6日  提出 

長野県上田市長 土 屋 陽 一 

 

 

 

専   決   処   分   書 

 

令和３年度上田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第２号について、地方自治法第１７９条第１

項本文の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和 4年 3 月 30 日 専決 

      長野県上田市長 土 屋 陽 一 
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令 和 3 年 度  

 

 

 

上田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（専決） 

 

（ 第 2 号 ）  
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令和 3 年度 上田市後期高齢者医療事業 
          特別会計補正予算（第 2 号） 

 

令和 3 年度上田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 98,678 千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ 2,046,570 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第 1 表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和 4 年 3 月 30 日 専決 

 

      長野県上田市長 土 屋 陽 一 
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上田市後期高齢者医療事業特別会計 

補正予算（第 2 号）に関する説明書 
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報告第 10 号 

 

専決処分した令和 3 年度上田市介護保険事業 

特別会計補正予算第 3 号の承認について 

 

地方自治法第１７９条第１項本文の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

より、報告し承認を求める。 

 

令和 4年 6 月 6日  提出 

長野県上田市長 土 屋 陽 一 

 

 

 

専   決   処   分   書 

 

令和３年度上田市介護保険事業特別会計補正予算第３号について、地方自治法第１７９条第１項本文

の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和 4年 3 月 30 日 専決 

      長野県上田市長 土 屋 陽 一 
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令 和 3 年 度  

 

 

 

上田市介護保険事業特別会計補正予算（専決） 

 

（ 第 3 号 ）  
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令和 3 年度 上 田 市 介 護 保 険 事 業 
        特別会計補正予算（第 3 号） 

 

令和 3 年度上田市介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 243,981 千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ 16,463,769 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和 4 年 3 月 30 日 専決 

 

      長野県上田市長 土 屋 陽 一 
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上 田 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 

補正予算（第 3 号）に関する説明書 
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報告第 11 号 

 

専決処分した令和 3 年度上田市駐車場事業 

特別会計補正予算第 1 号の承認について 

 

地方自治法第１７９条第１項本文の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

より、報告し承認を求める。 

 

令和 4年 6月 6日  提出 

長野県上田市長 土 屋 陽 一 

 

 

 

専   決   処   分   書 

 

令和 3年度上田市駐車場事業特別会計補正予算第１号について、地方自治法第１７９条第１項本文の

規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和 4年 3月 30日 専決 

      長野県上田市長 土 屋 陽 一 

 



0
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令 和 3 年 度  

 

 

 

上田市駐車場事業特別会計補正予算（専決） 

 

（ 第 1 号 ）  
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令和 3 年度 上 田 市 駐 車 場 事 業 
       特別会計補正予算（第 1 号） 

 

令和 3 年度上田市駐車場事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,912 千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ 103,791 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第 1 表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和 4 年 3 月 30 日 専決 

 

      長野県上田市長 土 屋 陽 一 
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上 田 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 

補正予算（第 1 号）に関する説明書 
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報告第 12 号 

 

専決処分した令和 3 年度上田市武石診療所 

事業特別会計補正予算第 2 号の承認について 

 

地方自治法第１７９条第１項本文の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

より、報告し承認を求める。 

 

令和 4 年 6 月 6 日  提出 

長野県上田市長 土 屋 陽 一 

 

 

 

専   決   処   分   書 

 

令和 3 年度上田市武石診療所事業特別会計補正予算第 2 号について、地方自治法第１７９条第１項本

文の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和 4 年 3 月 30 日 専決 

      長野県上田市長 土 屋 陽 一 

 



0

- 244(欠) -



- 245 - 

 

 

 

 

令 和 3 年 度  

 

 

 

上田市武石診療所事業特別会計補正予算（専決） 

 

（ 第 2 号 ）  
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 令和 3 年度    上 田 市 武 石 診 療 所 事 業 
特別会計補正予算（第 2 号） 

 

 

令和 3 年度上田市武石診療所事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 5,932 千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ 108,635 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条  地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。 

  

  令和 4 年 3 月 30 日  専決 

 

        長野県上田市長 土 屋 陽 一 
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第２表 地 方 債 補 正 
  

変 更                                 （単位 千円） 

起  債  の  目  的 
限 度 額 

補 正 前 補 正 後 

病 院 事 業 費 6,300 5,900 

 合 計   6,300 5,900 
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上 田 市 武 石 診 療 所 事 業 特 別 会 計 

補正予算（第 2 号）に関する説明書 
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（単位　千円）

当 該 年 度 中
起 債 見 込 額

当 該 年 度 中
元金償還見込額

1 普 通 債 0 1,200 5,900 0 7,100

衛 生 0 1,200 5,900 0 7,100

当 該 年 度 末
現 在 高 見 込 額

地　方　債　の　前　前　年　度　末　に　お　け　る　現　在　高
並　び　に　前　年　度　末　及　び　当　該　年　度　末　に　お
け　る　現　在　高　の　見　込　み　に　関　す　る　調　書  あ

区　　　分
前 前 年 度 末
現 在 高

前 年 度 末
現 在 高 見 込 額

当該年度中増減見込み
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